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所
得
税
の
確
定
申
告
町
県
民
税
申
告

　
　

相
談
は
『
３
月
16
日
』
ま
で
に

所
得
税
の
確
定
申
告
町
県
民
税
申
告

　
　

相
談
は
『
３
月
16
日
』
ま
で
に

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
と
納
税
及
び
、
平
成
21
年
度
町
県
民
税
申
告
相

談
は
、
３
月
16
日
ま
で
で
す
。

　

必
ず
期
限
内
に
す
ま
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
所
得
税
の
申
告
は
、
申
告
す

る
皆
さ
ん
が
自
ら
税
法
に
基
づ
い
て
税
額
を
正
し
く
申
告
・
納
付
す
る
と
い
う
「
申

告
納
税
制
度
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が
、
期
限
内
に
申
告
し
な
か
っ
た
り
誤
っ

た
申
告
を
す
る
と
、
後
で
不
足
分
の
税
金
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
無
申
告
加
算
税

や
過
少
申
告
加
算
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
会
場
＝
上
三
川
町
役
場　

３
階
大
会
議
室

▼
受
付
時
間
＝

　

【
午
前
の
部
】
午
前
８
時
45
分
〜
11
時

　

【
午
後
の
部
】
午
後
１
時
〜
４
時

●
延
納
制
度
が
あ
り
ま
す

　

確
定
申
告
を
し
て
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
所
得
税
を
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
時
な
ど
に

は
、
税
額
の
２
分
の
１
以
上
を
３
月
16
日
ま
で
に
納
め
、
残
り
の
税
額
を
６
月
１
日
ま
で

に
納
め
る
「
延
納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
延
納
期
間
中
は
、
利
子
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

●
振
替
納
税
制
度
の
ご
利
用
を

　

所
得
税
の
納
税
方
法
に
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を

利
用
す
れ
ば
、
納
税
の
た
め
の
手
数
が
少
な
く
て
済
み
、
ま
た
、
う
っ
か
り
納
期
限
を
忘

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
、
大
変
便
利
で
す
。

　

新
た
に
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
預
貯
金
先
の
金
融
機
関
か
宇
都
宮
税
務
署
へ

「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係　

☎
�
９
１
２
２

　

宇
都
宮
税
務
署　

☎
０
２
８（
６
２
１
）２
１
５
１

固定資産課税台帳等の縦覧・閲覧
●縦覧
納税義務者は、自己所有以外の土地又は家屋の評価額（所有者の情報を除く）を縦覧することができます。

●閲覧
納税義務者は固定資産課税台帳のうち、自己の資産が記載された部分について、一年を通して閲覧すること
ができます。また、借地人・借家人等は借りている土地・家屋の閲覧をすることができます。

▼問い合わせ先＝税務課　資産税係　☎�９１２３

縦覧の趣旨

閲覧期間

閲覧対象者と

閲覧範囲

閲覧に必要なもの

閲覧手数料

縦覧期間

縦覧対象者と
縦覧範囲

審査申出期間

縦覧に必要なもの

自己の土地・家屋と、他の土地・家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していただく
ための制度

４月１日から最初の納期限の日まで（４月30日）
午前８時30分から午後５時30分まで（土日祝日を除く）

縦覧対象者

固定資産税の土地の納税者
（代理人又は納税管理人）

固定資産税の家屋の納税者
（代理人又は納税管理人）

固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から、納税通知書の交付を受けた日後
60日まで

所有している固定資産①固定資産の所有

縦覧範囲

土地価格等縦覧帳簿

家屋価格等縦覧帳簿

・納税通知書又は課税明細書　・印かん　・運転免許証など本人と確認できるもの
※代理人は上記のほかに、委任状又は承諾書の提出も必要となります。

権利を有する固定資産④固定資産の処分をする権利を有する一定の人

１回につき200円（ただし、縦覧期間中の閲覧は無料）

※閲覧・縦覧の場所は共に税務課窓口となります。

・納税通知書又は課税明細書　・運転免許証など本人と確認できるもの　・印かん
・「閲覧対象者」の②③④に該当する人は、それらを証するもの（賃貸借契約書等）
※代理人は上記のほかに、委任状又は承諾書の提出も必要となります。

借りている家屋及びその敷地である土地③家屋を有償で借りている

借りている土地②土地を有償で借りている

閲覧範囲閲覧対象者

４月１日より通年　午前８時30分から午後５時30分まで（土日祝日を除く）

記載項目

所在（地番）地目
・地積・価格

所在・家屋番号・種類
・構造・床面積・価格
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口
座
振
替
は
、
役
場
や
金
融

機
関
へ
お
出
か
け
に
な
る
手
間

や
納
め
忘
れ
を
解
消
し
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
役
場
税
務
課
又

は
あ
な
た
の
預
貯
金
口
座
の
あ

る
金
融
機
関
及
び
郵
便
局
窓
口

で
、
預
金
通
帳
と
届
出
印
か
ん

を
お
持
ち
の
上
、
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
一
度
申
し
込
み
さ

れ
ま
す
と
、
廃
止
届
、
変
更
届

が
出
さ
れ
る
ま
で
毎
年
継
続
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
引
き
落
と
し
は
、
申

し
込
み
月
の
翌
月
に
納
期
が
来

る
税
目
等
か
ら
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

ら
く
ら
く　

そ
の
１

　
　

納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
へ
出
向
く
必
要
が
な
い

ら
く
ら
く　

そ
の
２

　
　

現
金
を
持
た
ず
に
納
税
で
き
る
の
で
安
心
で
す

ら
く
ら
く　

そ
の
３

　
　

納
税
の
記
録
が
通
帳
等
に
残
り
ま
す

町
税
等
の
納
付
は

簡
単
便
利
な
口
座
振
替
で

　

町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
・
軽
自
動
車
税
・
国
民

健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料

・
足
利
銀
行
全
店

・
栃
木
銀
行
全
店

・
足
利
小
山
信
用
金
庫
全
店

・
宇
都
宮
農
業
協
同
組
合
本
所
、

　

支
所

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

納
税
係

　

☎
�
９
１
２
１

　

コ
ン
ビ
ニ
専
用
の
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
た
納
付

書
を
レ
ジ
カ
ウ
ン
タ
ー
に
お
持
ち
い
た
だ
き
、
現
金
に

て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
取
扱
コ
ン
ビ
ニ
店

エ
ー
エ
ム
・
ピ
ー
エ
ム
、
エ
ブ
リ
ワ
ン
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置

店
、
く
ら
し
ハ
ウ
ス
、
コ
コ
ス
ト
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

・
ス
ト
ア
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
ス
パ
ー
北
海

道
、
ス
リ
ー
エ
イ
ト
、
ス
リ
ー
エ
フ
、
生
活
彩
家
、
セ

イ
コ
ー
マ
ー
ト
、
セ
ー
ブ
オ
ン
、
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
、

デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
ポ
プ
ラ
、

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
ー
、
ロ

ー
ソ
ン

※
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
た
納
付
書
で
も
、
従
来
ど

お
り
次
の
金
融
機
関
等
で
お
取
り
扱
い
し
て
い
ま
す
。

■
取
扱
金
融
機
関

・
足
利
銀
行
全
店

・
栃
木
銀
行
全
店

・
足
利
小
山
信
用
金
庫
全
店

・
宇
都
宮
農
業
協
同
組
合
本
所
、
支
所

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

�

以
下
の
納
付
書
で
は
、
コ

ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
金
融
機
関
等
の
窓
口
に
て
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

・
バ
ー
コ
ー
ド
が
な
い
又
は

　
　
　
　
　
　

バ
ー
コ
ー
ド
が
読
み
取
れ
な
い
も
の

・
納
期
限
が
過
ぎ
た
も
の

・
金
額
が
訂
正
さ
れ
た
も
の

�

コ
ン
ビ
ニ
で
は
納
税
通
知
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

�

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
い
た
だ
い
た
場
合
、
町
で
納
税

の
納
付
の
確
認
が
で
き
る
ま
で
１
週
間
か
ら
２
週
間

程
度
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
後
１
週
間
か
ら
２
週
間
以
内
に
、

紛
失
な
ど
に
よ
り
納
税
証
明
書
の
申
請
を
さ
れ
る
場

合
に
は
、
領
収
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

納
税
係　

☎
�
９
１
２
１

手
続
き
は
簡
単
で
す

振
替
で
き
る
町
税
等

▼
取
扱
金
融
機
関
＝

軽
自
動
車
税
の
『
コ
ン
ビ
ニ
収
納
』

　

平
成
20
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
が
こ
れ
ま
で
の
金
融
機
関
等
窓
口
に
加
え
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
以

下
「
コ
ン
ビ
ニ
」
と
い
う
。
）
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
金
融
機
関
の
窓
口
終
了
後
も
、
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
（
営
業
時
間
内
で
あ
れ
ば
土
日
や
夜
間
等
も
可
）
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
取
り
扱
い
コ

ン
ビ
ニ
店
は
次
の
と
お
り
で
す
。
）

納
付
方
法

ご
注
意
く
だ
さ
い


	h21mar08
	h21mar09

